
事業概要 空き家を有効活用することで空き家所有者と地域をつなぎ地域経済とコミュニティの活性化を促す仕組みの構築を行った。

一般社団法人空き家コミュニティ

事業者情報

団体名 一般社団法人空き家コミュニティ

所在地 香川県坂出市富士見町一丁目4番3号

設立時期 令和2年2月21日

団体ＨＰ https://www.akiya-community.com

活動地域 香川県綾歌郡宇多津町

事業
スキーム

一般社団法人空き家コミュニティ

空き家所有者

連携体制

宇多津町空き家サポートネットワーク
一般社団法人空き家コミュニティ（運営）

香川県司法書士会
宅建協会坂出支部

宇多津町

①協定・業務委託

凡例 …実施事業者 …自治体 …その他連携先

②立ち上げ支援
③サポートネットワーク運営
④マッチングシステム構築

情報提供セミナー・相談会開催
ガイドブック提供

相談

宇多津町と協定を締結後、業務委託を受けた一般社団法人空き家コミュニ
ティがワンストップの空き家問題解決体制「宇多津町空き家サポートネット
ワーク」の立ち上げ支援や、空き家所有者に向けた情報提供等を行った。

取組内容及び成果

1．相談体制の多様化・正しい情報発信

・相談者の高齢化、空き家の県外所有者
で相談会に足を運ぶことが難しい方も利用
できる相談体制を整えた。相談体制の多
様化に伴い、相談員の育成のため実施マ
ニュアルを作成した。相談の流れ、使用す
るシートを分かりやすく示した。また、正しい
情報発信をおこなうために専門家による法
改正や相続登記等のセミナーと空き家相
談会を実施した。

２．活かせる空き家のマッチングシステムの
有効活用

・空き家所有者に積極的にマッチングシス
テムを紹介することで、登録物件数を増や
すことができた。登録物件が市場に出るこ
とで、売却、賃貸に至る機会を増やした。
宇多津町の補助金制度も同時に紹介する
ことで、所有者、利用者が前向きに行動で
きるきっかけとなった。

３．宇多津町空家等対策協議会に参加し、情報共有と連携を図り、空き
家所有者の現状に即した空き家対策を実施

・宇多津町空家等対策協議会に参加した。宇多津町、有識者と活発な意
見交換ができ、次年度以降の空き家対策に係わる実施内容の共有を
行った。空き家コミュニティからは、宇多津町空き家サポートネットワークの
活動報告を行った。

セミナー案内

空き家相談
受け付けマニュアル

活かせる空き家のマッチングシステム案内

マッチングシステム運営サポート➄
空き家相談会運営・体制構築➅
空家等対策協議会との連携⑦



相談体制の多様化及び相談マニュアルの作成

2

空き家相談体制の案内（新規作成） 空き家相談案内・相談申込書（令和３年度作成）

宇多津町まちづくり課が窓口となる随時受け付け相談や月1回の相
談会に加え、役場に来られない方に向け、訪問相談、WEB相談、出張
相談の体制を整え、町民に対して相談方法の選択肢を増やす。
相談体制の告知は、案内を作成して宇多津町広報に折り込むことと
した。順次、宇多津町ホームページでの告知も行う。空き家相談窓口
の案内は、Ｒ３年度より固定資産税納税者には同封しているため、6
月～9月頃までは相談件数が増える傾向にある。
使用書類についても、新しい体制を作るたびに新規に作成するので
はなく、共有できるものは共有していくことで、業務が煩雑にならない
ようにした。



相談マニュアルの作成・出張相談
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空き家相談マニュアル（新規作成）

空き家相談受け付けマニュアルを作成した。一連の流れ、使用書類
の確認をすることができる。相談者からのよくある質疑を「Ｑ＆Ａ」にま
とめたものを添付した。参照することで、一般的な回答ができる。空き
家相談をマニュアル化することで、担当職員の移動があっても、受付
から提案書のお渡しまでがスムーズにできる。

出張相談 相談員名札

活動時に相談員が必ず
携帯することとした。



空き家の相談会とセミナーの開催
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空き家相談とセミナーの告知（新規作成）

サポートネットワークのメンバーから備品としてのぼりを購
入してはどうかとの意見があり、購入した。今後の相談会
でも使用する。

空き家相談会のぼり（新規作成）

司法書士のセミナー

主催は、宇多津町と空き家コミュニティで
あったので、谷川町長へ出席を依頼した。

谷川町長の挨拶

税理士のセミナー セミナー後の空き家相談会

セミナータイトル
「空き家にありがちな権利の問題」

セミナータイトル
「あなたのお家の財産価値
はご存知ですか？」

「空き家の相談とセミナーやってます」は、宇多津町の施設「こめっせ宇
多津」で開催した。宇多津町のホームページ掲載後に、四国新聞イベント
欄への掲載、ＫＢＮの取材申し込みがあった。当日は、谷川町長にもお越
しいただいた。今回は、税理士へ参加を依頼した。セミナー講師、相談員
として税理士の参加が、相談者の悩みを解決に近づける大きな力となっ
た。相談を受けた事案は、相談会後に宇多津町からご提案シートをお渡
しする。その後、3ヶ月に渡り経過を確認することとなる。



活かせる空き家のマッチングシステムの有効活用
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活かせる空き家のマッチングシステムの案内（令和4年度作成） 空き家所有者アンケート（新規作成）

令和4年度のモデル事業で設置した「活かせる空き家のマッチング
システム」を相談者に積極的に説明したことで、登録物件を増やすこと
ができた。登録希望物件は、宇多津町空き家サポートネットワークが
調査、検討をおこなう。検討の結果、登録不可となる物件があった。今
後は、登録不可物件のフォロー体制を検討する必要がある。

また、空き家所有者へのアプローチとして、宇多津町が行った「空き
家の実態調査」を活用し、空き家の状況等に関するアンケートを対象
者に送付した。アンケート送付46件、返信11件。その内、活かせる空
き家のマッチングシステムに興味がある5件、将来的には売りたい、貸
したいと考えているのは5件であった。空き家を所有し続けることのリ
スク、所有期間が長くなることのリスクを継続的に伝え、定期的に空き
家所有者へアンケートを送付し、積極的なアプローチを行う。



広報活動の強化
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月1回の空き家相談申込は、まちづくり課が受付窓口となっている。相談予約が継続していることからみても、空き家相談会は
浸透してきたと思われる。
宇多津町空き家サポートネットワークが活動していることは告知不足のため、町民の認知度は低い。司法書士、宅建士、空き
家コミュニティがメンバーであることを知ってもらうために活動告知を行うツールとして、ロゴを作成した。緑は宇多津町、水色は
司法書士、オレンジは宅建士、ピンクは空き家コミュニティをイメージした線で家を連想させるデザインとした。今後の宇多津町
内のイベント、相談会会場で掲示をする。サポートネットワークメンバーにもロゴを付与し、更なる告知を進める。

宇多津町空き家サポートネットワークロゴマーク（新規作成）

宇多津町空き家サポートネット活動報告掲載内容（新規作成）
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